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京都市子ども若者はぐくみ局 
は ぐ く み 創 造 推 進 室 
（TEL ０７５－２５１－０４５７） 

 

京都市子育て応援インフルエンサーの任命 

 

 京都市では、「子どもを共に育む京都市民憲章（通称：京都はぐくみ憲章）」の    

実践の輪（はぐくみアクション）を拡大するため、子育てに関する情報発信の強化に

取り組んでいます。 

その一環として、京都市内の子ども・親子向けへのお役立ち情報を積極的に情報 

発信されている、子育て中のインフルエンサーである「くーちゃんママさん（＠

kyoto_withqoo）」及び「なるさん（＠kyoto_mamalife）」を「京都市子育て応援インフ

ルエンサー」として任命します。 

 

 

 

１ 活動開始日 

  令和６年８月７日（水） 

 

２ 活動内容 

・京都市内の子ども・親子向けおすすめスポットなど、子育て中の親・インフルエ

ンサーならではの目線での情報収集・発信 

 ・ＳＮＳアカウント『京都市公式子育て情報 はぐくーもＫＹＯＴＯ』（Facebook、

X、Instagram）などにおいて京都市が発信している、子ども向け体験イベントや

子育て世帯向け行政情報のほか、京都市の子育て・教育環境の魅力等のシェア 

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（参考） 

○ ＳＮＳアカウントについて 

【京都市公式】子育て応援情報を毎日発信！『はぐく～も KYOTO』 

（旧 京都はぐくみ憲章） 

・京都市内の子ども向け体験イベント、子育てお役立ち行政情報、子育て応援  

団体の活動等を発信中！ 

Facebook    ：はぐく～も KYOTO  

X（旧：Twitter）：はぐく～も KYOTO（@hagukumi_bunka） 

Instagram   ：はぐく～も KYOTO（hagukumi_bunka） 

 

○ 京都はぐくみ憲章について 

平成 19 年 2 月、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ社会を目指し、

大人として何をすべきか、市民共通の行動規範として「京都はぐくみ憲章  

（子どもを共に育む京都市民憲章）」を制定しました。本市では、この市民憲章

の普及啓発と、憲章に基づく実践行動を促すことにより、家庭、地域、学校、 

企業、行政など、社会のあらゆる場において行動の輪を広げ、子どもを健やかに

育む社会の実現を目指しています。 

 さらに、平成 23 年 4 月には「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に

関する条例」を施行し、この条例に基づき、憲章の具体的な実践方策である  

「行動指針」を定め、市民の実践活動を促進するなど、憲章の理念に基づく実践

の総合的な推進に取り組んでいます。 

 

https://www.facebook.com/hagukumikensyo
https://www.facebook.com/hagukumikensyo
https://mobile.twitter.com/hagukumi_bunka
https://www.instagram.com/hagukumi_bunka/

